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議事日程〔別 紙〕 

日程第１「会議録署名議員の指名」 

日程第２「会期の決定について」 

日程第３「行政報告」 

日程第４「議案第８１号 平成２１年度大和町一般会計補正予算（第３号）」 

日程第５ 「議案第８２号 平成２１年度もみじケ丘保育所増築等の 

工事請負契約について」 

日程第６「議案第８３号 損害賠償の額を定め和解することについて」 

 

本日の会議に付した事件〔日程と同じ〕 

 

午前９時５７分  開  会 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 皆さん、おはようございます。 

 少し早いのですが、おそろいでありますので、ただいまから始めたいと思

います。 

 それでは、ただいまから平成21年第７回大和町議会臨時会を開会しま

す。 

 これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 

 

日程第１「会議録署名議員の指名」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第 120条の規定によって、17番大崎勝治君

及び１番藤巻博史君を指名します。 
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日程第２「会期の決定について」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 日程第２、会期の決定についてを議題にします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

     「異議なし」と呼ぶ者あり 

  異議なしと認めます。よって、会期は、本日１日間に決定いたしまし

た。 

 

 

日程第３「行政報告」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 日程第３、行政報告を行います。 

 町長から行政報告の申し出がありましたので、これを許します。町長浅野 

 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 皆さん、おはようございます。 

 今、議長からお許しをいただきましたので、行政報告をさせていただき

たいと思います。 

 この件につきましては、大和町民間保育所設立運営法人募集におけます

事業者の決定についてでございます。 

 大和町では、民間保育所設立に向けまして準備を進めてまいりまして、

これまでも社会文教常任委員会または全員協議会等で皆様方にもご説明を

申し上げ、先般の定例議会でもスケジュールとか、そういった考え方につ

いてご説明を申し上げてきたところでございます。 

 その後、募集をいたしまして、応募いただいた法人の皆様方の審査をい
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たし、その結果、大和町としてお願いする法人を決定いたしておりますの

で、ご報告を申し上げたいというふうに思います。 

 決定事業所等につきましては配付にあるとおりでございますが、法人名

称は社会福祉法人たちばな会、これは予定法人ということになっておりま

すが、社会福祉法人の正式な手続はこれからということでございまして、

福祉法人としては予定ということでご理解をいただきたいと思います。法

人の代表者につきましては、理事長遠藤弥一郎さん。法人の所在地は、大

和町吉岡＊＊＊＊＊番地でございます。 

 保育所の施設概要につきましては、場所は旧農協跡地ということでござ

いまして、施設の構造等につきましては木造平屋建。延べ面積でございま

すが 765.17 平米、建築面積853.24平米でございます。概算の事業予定費

は１億 7,620万円、入所予定者75名ということでございますが、対応とし

ては、建物につきましては増築とかする状況でない中で 100名の受け入れ

ができるという建物になっております。開所予定につきましては、平成23

年４月、再来年の４月という予定でございます。 

 選定経過につきましては、募集の説明会を平成21年８月18日に行ってお

ります。このときには19事業者の方々が説明を聞きに来ておりました。そ

の後、募集要項の配布等々を進めておったところでございますが、現実的

に申し込みいただきましたのは、書いてありますとおり５法人でございま

した。（予定法人）社会福祉法人たちばな会（大和町）、社会福祉法人三

矢会（富谷町）、（予定法人）社会福祉法人ウィンズライフ（仙台市若林

区）、社会福祉法人木這子（仙台市青葉区）、福祉法人あすなろ（登米市

迫町）の５事業所より応募があったところでございます。 

 この応募者の方々から書類の提出をいただきまして、その書類の審査を

行っておりますし、また面接試験、これは全事業所の代表者の方々におい

でをいただきまして、面接をいたしておるところでございます。 

 この面接と書類審査等につきましては、民間保育所設立運営法人選考委

員会という委員会を立ち上げて、そこでやっているところでございます

が、その結果といたしまして、先ほど申しました予定法人でございます

が、社会福祉法人たちばな会にお願いをしましょうということで決定をし

たところでございます。このことを平成21年10月21日に事業者に公表をし
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ております。 

 なお、議会の方には、本日のご説明ということになったところでござい

ますが、議長、副議長、社会文教委員長、副委員長につきましては、10月1

9日にこの町の決定につきましてご説明を申し上げておるところでございま

す。 

 なお、今日、実は地元の城内中東の地域の方々に今後の農協跡地の解

体、または今後の利用、そういったことについて説明をする予定としてお

るところでございます。 

  こういった状況で法人も決まり、新しい方向の保育所運営に向けてこれ

から鋭意進めてまいりたいと思いますが、今後とも議員皆様からいろいろ

なご指導、ご意見を賜りますようお願いを申し上げまして、ご報告とさせ

ていただきたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 これで行政報告を終わります。 

 

「町長あいさつ」 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長より招集のあいさつがあります。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 それでは引き続きといいますか、開会に当たりましてごあいさつを申し

上げたいというふうに思います。 

 本日ここに平成21年第７回大和町議会臨時会を招集いたしましたとこ

ろ、議員の皆様にはご多用中にもかかわらずご出席をいただきまして、ま

ことにありがとうございます。 

 初めに、旧農協跡地を活用しての民間保育所設置法人募集、応募、審査

につきましては、前段ご報告申し上げましたとおり、事業者を（仮称）社

会福祉法人たちばな会に決定をし、通知をいたしました。 

 今後は事業計画に沿いまして、県との協議並びに現場の文化財調査、解
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体整地を進め、平成22年度での保育所整備に向けて推進を図ってまいりた

いと思っております。 

 次に、去る10月８日に日本列島縦断のコースになりました台風18号に関

してでございますが、午前８時30分に災害警戒本部を立ち上げまして、早

速情報収集に当たりました。 

 その後、時間経過とともに、西部山地方面への降雨量が増加いたしまし

て、嘉太神で時間雨量63ミリ、累加雨量 241ミリとなりまして、徐々に吉

田川の水位が増加し、最高水位が６メートル21センチに達する状況となり

ました。このような経緯に対しまして、低地橋梁部分の通行止め措置並び

に警戒本部を対策本部に切りかえを行うとともに、水防団の出動要請を行

いまして、河川の警らと低地浸水箇所の土のう積みを行っていただいたと

ころでございます。 

 また、吉田川沿いの高田地区では一時避難勧告によります避難を行いま

したが、夕方にかけて降雨も少なくなった状況があり、避難解除で帰宅す

ることができました。台風の通過により一部土砂崩れや農作物の被害はあ

ったものの、全体を通して人的被害発生には至らず安堵したところでござ

います。 

 なお、その後の調査におきまして、農地、農業施設や道路等に洗堀、崩

落等の被害を確認しておりますが、現在復旧に向けた対応を進めておると

ころでございまして、今議会にも調査費の補正をお願いしているところで

ございますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 また、10月18日には、鶴巣教育ふれあいセンターを会場に本年の防災訓

練を実施いたしました。好天にも恵まれ、多くの関係者や地域の方々の参

加をいただき、真剣な取り組みによりまして十分に所期の目的を達するこ

とができたことに感謝申し上げるところでございます。 

 それでは、提出いたしております議案につきまして、その概要をご説明

申し上げます。 

 議案第81号は一般会計の補正予算でございますが、 5,408万 1,000円を

追加して、総額を93億 7,078万 6,000円といたすものでございます。内容

といたしましては、今後の新型インフルエンザ予防対策として、予防接種

対象者の積極的対応を助長するとともに負担軽減も含め、２回の接種費用
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のうち 4,150円を助成し、接種者負担を１回 1,000円にしようとするもの

でございます。 

  また、台風18号被害につきまして、国災査定等に要する調査測量設計委

託経費を計上しております。財源といたしましては、予防接種に対する県

支出金のほか、繰越金をもって調整いたしております。 

  議案第82号は、もみじケ丘保育所増築等工事請負契約を締結にするにあ

たり、議会の議決をお願いするものでございます。 

  議案第83号は、役場第一駐車場内で発生しました来庁者車両と公用車の

交通事故につきまして、損害賠償の額を定め、和解することにつきまして

議会の議決をお願いするものでございます。 

 以上が本日提出いたしております議案の概要でございますが、何とぞ慎

重にご審議をいただきまして、ご可決賜りますようお願い申し上げまし

て、あいさつといたしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

 

日程第４「議案第８１号 平成２１年度大和町一般会計補正予算（第３号）」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 日程第４、議案第81号 平成21年度大和町一般会計補正予算（第３号）

を議題とします。 

 朗読を省略して、提出者の説明を求めます。財政課長千坂賢一君。 

 

財政課長 (千坂賢一君） 

 おはようございます。 

  それでは、議案書の１ページをお開きいただきます。 

 議案第81号 平成21年度大和町一般会計補正予算（第３号）でございま

す。 

 第１条、歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算の総額に歳

入歳出それぞれ 5，408万 1，000円を追加いたしまして、歳入歳出それぞ

れ総額を93億 7，078万 6,000円とするものでございます。 
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  内訳につきましては、第１表によるものでございます。 

 恐れ入りますが、事項別明細書の３ページをお願いいたします。 

 歳入でございますが、16款２項県補助金２目の衛生費県補助金といたし

まして、今回の新型インフルエンザのワクチン予防接種を行うにあたりま

して、生活保護世帯並びに町民税非課税世帯に対します国２分の１、県４

分の１の補助金、国の補助金につきましては、県に収入されて、まとめて

町に交付されるという状況でございますので、県補助金としてまとめさせ

ていただきましたが、合計４分の３にあたります 722万円の計上でござい

ます。それと、今回の補正総額に対します残りの分につきましては、平成2

0年度からの繰越金 4,686万 1,000円を予定するものでございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

  保健福祉課長瀬戸善春君。 

 

保健福祉課長（瀬戸善春君） 

 それでは、４ページの歳出であります。 

 ４款１項保健衛生費２目の予防費であります。７節から19節までそれぞ

れ措置をいたしておりますが、今回の新型インフルエンザワクチン接種に

ついての予算計上でございます。 

 皆様のお手元に別冊の資料が配付されておりますが、その資料に基づい

てワクチン接種の概要等につきまして、それから補助の内容等につきまし

てご説明申し上げたいと思います。 

 まず、１ページをお開きいただきたいと思います。 

 今回の新型インフルエンザワクチン接種についてでありますが、その概

要につきましては、大どころにつきましては、10月１日の新型インフルエ

ンザ対策本部会議が政府により開催されまして、そのワクチン接種の基本

方針が決定されているところであります。今回、その政府の基本方針に沿

ったワクチン接種が実施されるところでありますが、その概要といたしま

しては、感染による死亡者や重症者の発生をできる限り減らすこと、及び

そのために必要な医療を確保するというふうなことが最大の目的でござい

ます。その中でワクチン接種の必要性の高い方々から優先して実施するこ
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ととなったものであります。 

 実施主体は国が行うところでありまして、国が医療機関と直接契約によ

り実施いたします。受託医療機関ということで、国からの受託を受けた医

療機関が実施をするというふうなことになります。 

 接種費用でありますが、基本的には２回接種というふうなことでありま

す。全国一律の接種費用であります。１回目が 3,600円、これは初診料を

含んでおります。２回目が 2,550円というようなことであります。ただ

し、２回接種について、１回目と異なる医療機関で接種した場合につきま

しては 3,600円となりまして、あわせて２回で 7,200円となるところであ

ります。 

  これらに対する町の対応ということでありますが、今回は感染者が拡大

している中で、接種対象者ができるだけ接種を受けやすい環境をつくり、

安全・安心のまちづくりに資するため、そういうふうな考えから町単独に

より助成措置を講ずることといたしたものであります。 

  この接種の内容につきましては、国から示されました優先的に接種する

対象者、接種スケジュールの目安に沿ってワクチン接種が円滑に行われる

ように、次のような対応をすることとしたものであります。 

  最初に、接種対象者と接種スケジュールでありますが、今回の新型イン

フルエンザワクチン接種の助成対象となる方につきましては、妊婦、基礎

疾患を有する者、幼児、１歳から就学前の年齢の方であります。小学校低

学年（１年生から３年生）、１歳未満児の保護者、小学校高学年（４年生

から６年生）、中学生、高校生相当及び65歳以上の高齢者といたしたもの

であります。 

 この接種のスケジュールにつきましては、県から示された内容に沿っ

て、順次それぞれの対象区分ごとに実施をしていくというふうなことであ

ります。11月２日から県で決定されておりますが、基礎疾患を有する方に

つきまして最優先の方々から順次接種の開始がされているところでありま

す。 

 大和町の接種対象者につきましては、約１万 2,000人と推計をいたして

おります。妊婦の方が約 300人、基礎疾患の方についてはこれは推計であ

りますが 1,400人、小学校１年生から３年生までの方が 2，200人、１歳未
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満児の保護者につきましては約 800人、小学校４年生から６年生まで、そ

れから中学生、高校生については約 2,300人、それから高齢者につきまし

ては約 5,000人との予定をいたしたところであります。これらにつきまし

ては、順次県から指示されました接種スケジュールに沿って、それぞれの

医療機関で接種が開始されることになるものであります。 

  ２ページをお開きいただきますが、負担の軽減措置でございます。 

 第１点につきましては、生活保護世帯と町民税非課税世帯の方につきま

しては無料といたすものであります。この対象者につきましては、前段財

政課長からも説明がありましたが、国・県の負担軽減措置がございます。

負担軽減の割合といたしましては、国が２分の１、県が４分の１、町が４

分の１というふうなことでございまして、全体的に無料というふうな形に

なります。 

 それから、生活保護世帯あるいは町民税非課税世帯以外の接種者につき

ましては、１回目、２回目のそれぞれの接種につきまして、原則自己負担

を 1,000円とするものであります。これにより１回目の町の助成が 2,600

円、２回目が 1,550円、あわせて 4,150円の町の負担が生ずるものであり

ます。 

  助成の方法につきましては、郡内の受託医療機関等への委任による代理

受領払い。いわゆる郡内の指定された医院につきましては１回あたり 1,00

0円の自己負担で後はよろしいというふうなことですね。あとそれから医療

機関に町の方で直接支払うというふうな形になります。それから、郡外の

医療機関での接種者につきましては、償還払いというふうなことでござい

まして、接種者から町の方に請求をしていただきまして償還払いというふ

うな形になります。一たん全額支払いをしていただきまして、それから自

己負担分を除いた部分を町で助成するというふうな形になるものでありま

す。 

 接種医療機関でございますが、接種医療機関につきましては、県内の各

受託医療機関での接種が可能というふうなことであります。 

 接種については、あらかじめ医療機関への電話等での予約が必要である

というふうなことでございます。 

 その接種医療機関につきましては３ページに掲げておりますが、かかり
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つけの方のみ接種できる医療機関あるいは入院している方のみに接種でき

る医療機関、それからそれ以外の医療機関ということで、それぞれ仕分け

をした中での医療機関を掲げております。一般的には、１から21までの医

療機関の中でそれぞれ受診できるというふうなことになります。 

 接種回数につきましては、３～４週間の間隔で２回接種となります。 

 その他といたしましては、新型インフルエンザワクチンの予防接種につ

きましては、あくまで任意接種であるというふうなことでございます。 

 予算書に戻っていただきまして、７節の賃金につきましては、新型イン

フルエンザワクチン接種業務に係る生活保護世帯及び町民税非課税世帯に

発行する代理受領受給資格証明書の発行業務及び接種者に発行されます医

療機関からの接種済書からの支払い業務等、業務全体に係る事務補助員の

賃金を計上いたしたものであります。 

 11節の需用費、医薬材料費につきましては、新型インフルエンザ感染拡

大対策としての消毒薬等の追加計上でございます。 

 13節の委託料でありますが、新型インフルエンザワクチン接種、郡内受

託医療機関における接種料金の町負担分といたしまして、生活保護者及び

町民税非課税世帯者として１人 6,150円、それ以外の接種者分につきまし

ては 4,150円の助成というようなことで、接種見込者数分を計上いたした

ものであります。 

  19節の負担金補助及び交付金につきましては、郡外の受託医療機関にお

ける町助成分の償還払い分について、接種見込み者数分をそれぞれ計上い

たしたものであります 以上でございます。よろしくお願いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 産業振興課長庄司正巳君。 

 

産業振興課長（庄司正巳君） 

 10款の災害復旧費でありますが、１項２目農地災害復旧費でございま

す。13節委託料につきましては、農地災害復旧工事に係る測量・調査・設

計業務委託料の計上でございます。 

 内容としましては、お手元の説明資料に基づきご説明を申し上げます。 
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 最初に、中折りの図面をごらんいただきたく存じます。 

 去る10月８日、台風18号によります災害復旧事業の位置図でございま

す。農地、田の災害復旧事業箇所につきましては、図面中ほどにあります

とおり、所在地が宮床字高山 169の10番地でございまして、被害の状況に

つきましては、写真左の上と下のとおり田んぼののり面崩壊となっており

ます。高さが 5.0メートル、延長が18.0メートルにわたって崩壊しており

ます。国の災害に該当すると思われるもの、被害額が40万円以上のもので

ございますが、複数ございましたが自己負担が伴うこともございまして、

申し込みはこの１件ということでございました。この農地に係る測量・設

計の業務を委託するものでございます。 

 また、農地、農業用災害被害につきましては、これまで全部で44件の被

害の申し出がございました。内訳としまして、今回の国災が１件、小災害

が35件、自力復旧が８件と見込んでおります。小災害につきましては、去

る10月27日付で復旧事業適用申請を受けるかどうかのご案内を関係の方に

差し上げております。国災、小災害の取りまとめができ次第、12月補正で

の復旧対応をお願いしたいというふうに考えております。 

  よろしくお願いいたします。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 都市建設課長高橋  久君。 

 

都市建設課長 (高橋  久君） 

 同じく事項別明細書４ページでございます。 

 10款災害復旧費の２項１目の道路橋梁災害復旧費でございます。委託料

でございますが、これにつきましては台風18号により路肩の崩落した町道

若畑線の復旧を国災により行おうとするものでございまして、それにかか

ります測量・調査・設計業務に要するものでございます。 

 別冊の中折りの図面をお開きをいただきまして、右側に写真を載せてお

りますのが、場所につきましては、大和町吉田金取地内にございます。町

道若畑線でございますが、幅員が３メートルの路線でございまして、この

路肩が崩落したと。幅は15メートルで滑り落ちたところの高さが15メート
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ルございますけれども、この部分についての復旧をしようとするものでご

ざいます。 

 今回の道路、河川関係の災害につきましては、現時点におきまして町道2

0路線の29カ所、河川は準用河川でございますが２カ所、それから防災調整

池１カ所、合計32カ所で災害が発生しておりまして、そのほとんどが宮

床、吉田地区の山間部となってございます。 

 国災により復旧を図ろうとするものが若畑線を含めてもう１カ所ござい

ますが、２カ所でございます。それから、町単独債で復旧を図ろうとする

ものが14カ所を予定してございます。このほかに土砂の撤去や路面の生成

など比較的小規模な被害につきましては既設の道路修繕費を使って、ある

いは直営で早期復旧を図ってまいりたいと考えております。 

 復旧に要します経費でございますが、概算で現時点で 2,650万円ほどに

なるものとみておりますけれども、詳細につきましては現在積算中でござ

いますので、次期の議会にお示しをしたいというふうに考えております。

よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。３番伊藤 勝君。 

 

３  番         （伊藤 勝君） 

 インフルエンザワクチンの接種ですけれども、町民にどういう形でこう

いうお知らせというか、周知徹底をしていくのかという部分がまず第１点

で、第２点が道路修繕とかいろいろありますけれども、町民は毎日生活し

ているわけですから早急に直すべきだと思います。予算がつくまでどうの

こうのというのではなく、やはり町民は毎日生活していて、通勤とかいろ

いろな部分があるので、その辺はしっかり早急な対応をお願いしたいと思

います。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 保健福祉課長瀬戸善春君。 
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保健福祉課長（瀬戸善春君） 

 住民に対する周知の方法につきましてのお尋ねでありますが、新型イン

フルエンザのお知らせ第６号といたしまして、接種対象者、接種スケジュ

ール、接種方法、それから負担軽減措置及び手続の方法、受託医療機関等

の接種場所、相談窓口等を内容といたしますチラシを毎戸配布する予定で

ございます。今回できるだけ早く周知したいというふうなことですので、

ご可決賜りましたら11月の区長配布時に間に合うように今後進めてまいり

たいというふうに思っております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 都市建設課長高橋 久君。 

 

都市建設課長（高橋 久君） 

 災害の箇所につきましての対応ということでございますが、住民の生活

に支障のないように、暫定復旧も含めて、本格復旧は予算をというふうな

形になろうかと思いますけれども、支障のないような形で早急に取り組ん

でまいりたいとこういうふうに思っております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 ８番堀籠日出子さん。 

 

８  番         （堀籠日出子君） 

 それでは、新型インフルエンザワクチンについてお尋ねいたします。 

 この接種ワクチンですけれども、この接種スケジュール、11月から１月

末までと対象者それぞれに月が分かれているんですけれども、この接種時

期につきまして、このとおり接種しなければならないのか、それとも希望

の時期にいつでも接種できるのか、それをお尋ねいたします。 

 それから、今回の接種につきましては、国の補助金もありまして本当に

接種する家族にとっては大変経済的な負担が軽くなるのではないかなと思

っております。そんな中で、ことしは国の補助が入っての接種ですけれど

も、これは来年に対しては町の方ではどのように考えているか、もしお考

えがあるのでしたらお尋ねいたします。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

 保健福祉課長瀬戸善春君。 

 

保健福祉課長（瀬戸善春君） 

 各階層ごとのそれぞれの接種対象者の接種のスケジュールが示されてお

ります。これは、それぞれの都道府県ごとに接種スケジュールをワクチン

の配布量によって決定されていくというふうなことでありますが、基本的

には国の接種スケジュールを基本とするところであります。 

 それで、その接種スケジュールが、例えばここにあらわしております

が、幼児１歳から就学前が12月中旬ころというふうなことで予定をいたし

ておりますが、その以降であればいつでも接種できますが、例えば小学生

が12月の下旬ごろになっておりますが、この方々が例えば12月中旬ごろに

接種したいというふうなことについては、さかのぼって、前もっての接種

はできないというふうなことで取り決めがあります。 

 そういうふうなことで今後周知を図りながら、計画どおりに接種ができ

るようにお願いしたいというふうに思っております。 

 それから、来年度のことにつきましては、今後国の動向等も見きわめな

がらいろいろ考えていけるものというふうに思っておりますが、この優先

接種対象者以外の方についても主に成人の方々が今回接種対象になってお

りませんので、それらについても11月下旬から12月の初めころまでに国の

めどが、今後どういうふうにするか決定されるというようなことで聞いて

おりますので、それらを含めて今後の考えというふうなことになろうかと

思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 ８番堀籠日出子さん。 

 

８  番         （堀籠日出子君） 

 それでは、このスケジュールにつきましては各家庭への周知は徹底しな

ければならないと思いますね。そうでないといつ受けてもいいのかなとい

うふうにとられるといろいろな混乱が出てくるのかなと思いますので、こ
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れらの接種のスケジュール、日程については十分に周知されるような体制

をとっていただきたいと思います。 

 それから、今後のワクチン接種ですけれども、これにつきましては、国

の動向を見きわめてからということで、もし国の補助がないとなれば、こ

れらのことについての町の対応はどのようになるのでしょうか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 今後の対応ということでございますが、国の動向、今回はこういった基

礎疾患のある方、妊婦さん、または幼児・子供、高齢者という形でござい

ますが、この考え方もこのままでいいのかどうか異論のあるところだとい

うふうに思います。実際問題、例えば学校の先生とか幼稚園の先生、また

は自衛隊の方々、消防署の方々、警察官の方々、そういった方々の考え方

はどうするのか、そういったこともあろうかと思いますので、今現在はこ

の形で進んでいるということでございますので、その状況につきまして

は、今後そういった全体の動きの中でどういった方向性が出てくるのか、

そういったことも見ながら進めてまいりたいと考えます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 ほかにございませんか。16番桜井辰太郎君。 

 

１ ６ 番         （桜井辰太郎君） 

 このインフルエンザワクチン接種の対象者に対するワクチンの確保とい

うことについては、どういう状況の中で今推移しておられるのか、お伺い

いたします。 

 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 保健福祉課長瀬戸善春君。 
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保健福祉課長（瀬戸善春君） 

 この接種者についてのワクチンの確保につきましては、国が責任を持っ

てやるというふうなことでございますので、国と県が流通関係の各医療機

関等に対する配分につきましては県が責任を持ってやっているというよう

なことで、それぞれの役割分担の中でやっておりますので、そういうふう

な中での接種が行われるというふうなことでありますので、私どもの役割

としてはやはり住民の方々に接種の時期等の速やかな周知というふうなこ

とになろうかと思っております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 16番桜井辰太郎君。 

 

１ ６ 番         （桜井辰太郎君） 

 私は特にこの接種については、やはり非常に心配しているところが多い

わけでありますから、これらのワクチンの確保の動向などもやはりきちん

と調べ、そして現在はどうなっているのかということなども調査をしてお

く必要があるし、公開する必要も私はあるのではないかと思いますが、現

在の時点はどうなのか、お伺いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 保健福祉課長瀬戸善春君。 

 

保健福祉課長（瀬戸善春君） 

 今後の動向というようなことでありますが、まず最初に、11月２日から

基礎疾患を有する方についてのそれぞれの接種が、最優先の基礎疾患の優

先の方々につきまして接種が行われるというふうなことでありまして、あ

と11月の中旬ごろからは第２弾の妊婦さんに接種するというふうな予定で

県の方から周知がされております。これらにつきましてもそういうふうな

中での接種が円滑に行われるように対応していきたいというふうに思って

おります。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

 ほかにございませんか。12番上田早夫君。 

 

１ ２ 番         （上田早夫君） 

 接種対象者の表がこのように載っていますけれども、例えば一つの学校

でぼんと患者が出たとしたときは、それに対する対応策というんですか、

クラスなどではやるだろうと思うんです、１人がかかれば。そうすると、

そういうときはこのあれは、速やかにそれに対応するようになシステムと

いうのは考えているんですか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 保健福祉課長瀬戸善春君。 

 

保健福祉課長（瀬戸善春君） 

 今回、国からあるいは県から示されている内容では、この接種のスケジ

ュールどおりやるというふうなことで、いわゆる個々に対応というような

ことについては、安定的にワクチンが供給できないというふうな状況も考

えられるので、そういうふうな接種順序に従って、このスケジュールどお

りいくというふうなことでの今のところ県からの通知であります。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 12番上田早夫君。 

 

１ ２ 番         （上田早夫君） 

 国からのあれはわかるんですけれどもね、実際に学校なんかでぽんと発

生したときは、そのクラスなどで一緒に遊んだりなんかして接触が多いか

ら、感染の危険性というのは高いわけですよね。そうしたとき、そういう

ものに対する対応というのは考えているんですか。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 保健福祉課長瀬戸善春君。 
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保健福祉課長（瀬戸善春君） 

 内容をちょっともう一回……。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 12番上田早夫君。 

 

１ ２ 番         （上田早夫君） 

 例えば一つの小学校なら小学校の一つのクラスでね、感染者が出たとし

ますね。そうすると、このスケジュールではだめで、そこの交友範囲とか

なんとかで感染する可能性のあるところというのは、全然発生していない

ところより緊急度が高くなるだろうと思うんですよね。しないとだめだと

いうのはね、接種を。そして、広がらないようにするということが必要な

のではないのかなと思うんですけれども、その辺はどのように考えている

かということです。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 保健福祉課長瀬戸善春君。 

 

保健福祉課長（瀬戸善春君） 

例えば、今、上田議員がおっしゃったような個々のいろいろなケースは

当然考えられると思いますけれども、いわゆる発生したところにつきまし

ては、やはりそういうふうな治療とはまた別に、これはあくまで接種の予

防という観点からですので、予防につきましては、やはりこういうふうな

スケジュールに沿ってワクチンの確保の段階からしていくというふうな順

序はちょっと崩していないようであります。（「意味がわからない。いい

ですか」の声あり） 

 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 12番上田早夫君。 
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１ ２ 番         （上田早夫君） 

 今の課長の答弁、意味がわからないんですけれども、結局、例えば小野

小なら小野小の一つの学校でぽんと感染者が出てですね、そうしたら、そ

この交遊範囲とかそういうところというのは緊急度で早く接種しないと、

対応をとらないとばっと広がってしまうんだろうと思うんですよね。です

から、そうしたら、順番でこうふうにやるスケジュールを変えてですね、

そこのところの回りをやって広がらないような方策というのか、次の手と

いうのか、それは考えているんですか、考えていないんですかっていうこ

とです。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 保健福祉課長瀬戸善春君。 

 

保健福祉課長（瀬戸善春君） 

 例えば今の話はあれですよね、接種した方が早くその広がりが防げるの

ではないかというふうなことで、そこをやはり重点的に接種をしていくと

いうふうな考えでできないのかというふうなお尋ねだと思うんですけれど

も、そういうふうな場合についてのですね、個々のケースについては、私

どもちょっとよくまだ把握はしていないわけでありますが、国からの、あ

るいは県からの通知の中では、あくまでこのスケジュールどおりやってい

くというふうな基本的な考え方しかまだ示されておりませんので、ご理解

をいただきたいというふうに思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 12番上田早夫君。 

 

１ ２ 番         （上田早夫君） 

 要するに、例えば小野小なら小野小の一つのところでぽんと出たらです

ね、そこの範囲というのはやはり感染が広がる確率というのは高いわけで

すよね。そうすると、全然あれしないところの分をこっちに持ってきて、

例えば対象が小学校１年生から３年生のところは対象になるけれどもとい
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う時期ですね。１月とか２月。だけれども、６年生ぐらいになると３月に

なってしまうわけですね、対象がね。それをほかの、例えば発生していな

いところの薬をこっちに持ってきてですね、６年生までこっちで先にやっ

てしまうと、そういう臨機応変な対応の仕方というのは、次の手というん

ですかね、そういうものは考えているんですかということです。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 保健福祉課長瀬戸善春君。 

 

保健福祉課長（瀬戸善春君） 

 県からのいろいろなワクチンの配分というふうなことにつきましては、

やはりその接種対象者のいわゆる人数とか、そういうふうな時期的なもの

がありますので、そういうふうなものについての配分というか、流通をさ

せていくということでありますので、例えばそういうふうな地域限定的に

ですね、流通を移動するとか、そういうふうなものについては現在のとこ

ろちょっと今考えてはいないのではないかと。ちょっとその辺はまだよく

私どもは承知していないんですが、基本的にある程度接種の流通量を配分

していって、その中での各医療機関で予約を受け付けて接種をしていくと

いうふうな考えで今回やられるというふうなことで聞いております。 

 

議  長 （大須賀 啓君）   

まだ上田議員、ご理解できませんか。（「いや、ちょっと……」の声あ

り）では、上田早夫君、どうぞ。 

 

１ ２ 番         （上田早夫君） 

 今考えていないというのはわかったんですけれども、では、現実に起こ

ったらね、そういう臨機応変に対応することというのは必要ではないかな

と思うんです。ですから、そういうことまで考えて、私の質問の趣旨は考

えてほしいなという考えが根底にあって質問しているわけなので、その辺

はどういうふうに考えていますか。一切そのスケジュールどおりにしか動

かないという考えでそのままいくんですか。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

 保健福祉課長瀬戸善春君。 

 

保健福祉課長（瀬戸善春君） 

 いろいろな状況が考えられると思いますけれども、やはりワクチンの量

の確保の中で初めて接種ができていくわけですので、そのワクチンのそれ

ぞれの量に応じた接種対象者が決められておりますので、その中での接種

をスケジュールどおりやっていくというのが大前提だというふうに思って

おります。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 ほかにありませんか。５番堀籠英雄君。 

 

５ 番         （堀籠英雄君） 

 今度の災害ですね、特に吉田、宮床が多かったわけでございますが、特

に吉田の方が多かったような気がします。私も翌日災害現場をいろいろ見

て歩いたわけでございますが、特にこの写真のところですね、これはやは

り見ますと道路側溝がなかったのがこのように大きく崩落した要因の一つ

ではないかとそのように思います。この上にあります家の方もですね、自

分の土地を提供してもいいから今度は側溝をつけて早急の復旧をしてほし

いとそういうことも言っていますので、早い復旧をお願いしたいと思いま

す。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 答弁は要りますか。（「はい、ください」の声あり）都市建設課長高橋

 久君。 

 

都市建設課長（高橋 久君） 

 この若畑線の町道ですけれども、側溝がなく、今回の大雨の際はこの道

路を雨水が流れて、それが路肩にしみて崩落したのではないかというふう

に見ておるところでございまして、復旧にあたりましてはこういうことが
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連続して起こらないように、やはり側溝をつけたもの、それから山の方で

すね、崩落側の方に水が行かないような工夫、これも考えて施工したいと

いうふうに考えております。よろしくお願いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 14番中川久男君。 

 

１ ４ 番         （中川久男君） 

 今回の災害の方ですけれども緊急の対応をなされたと。今回タイミング

よく明るいうちに時間的に雨量もとまったということなんですけれども、

前回も前回もですね、高田周辺、今回避難をしていますけれども、いつも

事務組合の前が洪水で事務所まで水が入ると。やはり今前者が申したとお

りに、排水口の設置が今までも議題とされていることですから、もう少し

あの辺の側溝の拡幅なりと、それから下流に流れる分の整備を早急にしな

いとだめではないのかなと我々も今まで見ていますけれども。 

 それで、現在ですと、今回食堂がある後ろののり面なんかも工事をやっ

ていました。そういう関係で４号線をまたぐあそこの、Ｕ字溝になってい

るのか、穴になっているのか、かなり大きなものもあるけれども、その下

の方がまぼろしのようになっているというようなうわさもございますの

で、ぜひともその辺の排水の設置の位置の確認と、確認はされていると思

います、その辺の対応を急がなければならないのではないかなというふう

に思いますので、その辺の全体に見た中でも毎年大雨が来るとどういうわ

けか高田の４号線側が被害に遭うというような形ですから、担当課として

どのように早急な対応をなされるのかなというのが一つ。 

 もう一つは、インフルエンザについてですけれども、前者も申していま

したが、例えばこの予定表でまいった場合ですね、結局、妊婦さん、基礎

疾患のある患者、そういうものはよろしいとしても、もし１年１組で４人

がそういうインフルエンザにかかったよと。それで、５人目になると学級

閉鎖をしなければならないというような観点で恐らく前者も言っていると

思うんです。そういうときはそういうクラスを優先に町では考えられるの

かというようなお話だと私は聞いたんだけれどもね。そういうクラスごと
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に学級閉鎖をすればいいと。ところが、その１年１組の子供さんがインフ

ルエンザでも、中学生の３年生が同家族でいるといった場合には非常に感

染が多いのではないのですかということだと思うんです。その辺を国の定

めた対象スケジュールによってやるということは決まっているんでしょう

けれども、町としての何かの工夫はありますかということで私もお聞きを

しておきます。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 都市建設課長高橋 久君。 

 

都市建設課長 (高橋  久君） 

 国道４号線を挟みまして、高田川の方の排水の件だというふうに思って

おりますが、今回その排水に基づいての被害というふうな状況で把握して

いるところではございませんけれども、排水先が能力的に落ちている状況

もあるかと思いますが、再度ちょっと現地を調査してみたいというふうに

思っております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 保健福祉課長瀬戸善春君。 

 

保健福祉課長（瀬戸善春君） 

 各優先接種対象者ごとの接種区分でありますが、この接種の時期等につ

きましては、やはり先ほども申し上げましたように県が決定する事項にな

っております。ですから、やはりそのワクチンの量等を確保しながらそれ

ぞれの接種を各カテゴリーというか、区分ごとに行っていくというような

ことになっておりますので、ケースごとにそれぞれやるというようなこと

については難しいのではないかというふうに思っております。医療機関と

の国との契約の中でも、いわゆる各階層ごとの接種開始以前に、他の接種

対象者をやるというようなことについては、契約違反というようなことに

もなっておるようでありますので、この接種スケジュールをベースにして

進められるということでご了解いただきたいというふうに思います。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

 14番中川久男君。 

 

１ ４ 番         （中川久男君） 

 今回の災害の方で調査というような今担当課の説明でございますが、結

局先般あの近辺で道路も直しております。その接続する民家の、結局そう

いう排水口の整備なり、そういうものがちゃんとした道路に面して排水さ

れるような、早急にそれをやらなければ、あそこはいつまでたっても水が

あふれているよと。だから、地域の方の意見も聞きながら、やはりその辺

の側溝の整備なりも早急に急がなければ、あそこはいつだっても水があふ

れるよというふうになりますから、その辺の対応をもう一度お聞かせくだ

さい。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 都市建設課長高橋 久君。 

 

都市建設課長（高橋 久君） 

 町道に接する部分の側溝ということでのことか、あるいは農業用水排水

の関係、これもあろうかと思います。そういう意味を含めまして、多分に

農業用の排水も絡んでのことかと思いますが、含めましてちょっと調査を

してみたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 ほかにございませんか。（「１点だけ」の声あり）11番鶉橋浩之君。 

 

 

１ １ 番         （鶉橋浩之君） 

 災害に関して一言、言っておきたいと思います。 

 今回、いわゆる県道の排水が集中して流れる箇所が、地元から要請があ

って、何か対応してくれというようなことが以前にあって、それができか

ねて県で土のうを積んでいたと。だから、土のうを積んだためにその次の
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箇所からあふれた水が流れて、実は水利災害が起きたというケースがござ

います。そこで、その地権者がそのことを県にいろいろ問い詰めたら、さ

らにその土のうを今度はこの前の雨で延長したと。そうしますと、今度は

その次が危ないんですよね。だから、そういうケースの場合、県道です

が、町と連携しているのかどうか。県はただそこから水が流れなければそ

れでいいのだという対応をしますけれども、その辺を少し調整をしていた

だきたいなというふうに思いますので、一言ご回答をお願いしたいと思い

ます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 都市建設課長高橋 久君。 

 

都市建設課長（高橋 久君） 

 今回の県道沿いにおきましての災害につきましては、状況について仙台

土木事務所の方に報告し、その対応を願ったところでございまして、現地

の方に行きまして調査をしていったところであります。現時点で土のうを

さらに延長した形で、反町の地区でございますが、根本的には対策とはな

っていない状況と私も見ておりますので、さらに申し上げていきたいとい

うふうに思っております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 １番藤巻浩史君。 

 

１ 番         （藤巻浩史君） 

 新型インフルエンザで一つだけちょっと確認したかったんですけれど

も、先ほど対象が１万 2,000人ということで、これは順番がハイリスクか

らだんだん、まあ、ローリスクというのかよくわからないですけれども、

それで１月の終わりには中学生ということですけれども、ただ、いわゆる

普通の方だって風邪は絶対引く、ただ重病になるかならないかということ

だろうと思うんですけれども、これは全体のワクチンの量とかということ

もあるのかもしれないんですけれども、いわゆる普通の方々についてはワ
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クチンが回ってくるのかなというのが一つ、あるいは多分この順序からい

えば、希望しても１月まではやれないというよりもやらないということだ

ろうと思うんですけれども、例えば２月なりということで希望される方と

いうのは可能なのかどうか、あるいは助成の対象となるのかどうか、見解

があればお願いします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 保健福祉課長瀬戸善春君。 

 

保健福祉課長（瀬戸善春君） 

 はい、お答えいたします。 

 今回のワクチン接種につきましては、国の考えに基づいてそれぞれ実施

されているわけでありますが、国の考えといたしまして、いわゆるご指摘

の優先接種対象者以外の接種についてでありますが、これにつきましては

国の考えといたしまして11月下旬から12月をめどに全国の接種状況を調査

いたし、あるいは輸入ワクチンの入荷見込み等を勘案して優先接種対象者

以外の接種について考えていきたいというふうな考えでございます。以上

であります。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 １番藤巻浩史君。 

 

１ 番         （藤巻浩史君） 

 ないわけでもないというふうなことのようですけれども、その上で１万 

2,000人というふうに今回の対象を考えていらっしゃるわけですけれども、

そうするとその場合には、例えばあと 4,000人分ぐらいとかというふうに

なるのかどうか、これは大ざっぱな言い方ですけれども、その方につい

て、今回には入っていないですけれども、いわゆる１人にすると 1,000円

という今回の助成のことですけれども、それについては多分今回の予算に

は入っていないですので、また考えるということになるんでしょうか、お

願いします。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

 町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

  現在、その人数的なものにつきましては、対象者が絞り込まれておりま

す。これはご承知のとおりワクチンの量、そういったものの中でこの人数

に全国としてやっていくという考え方でございます。今後どのような接種

の人数とか、そういったことが変わってくることによって動きが出てくる

のかもしれませんが、現在のところはこの形てやっておりますので、町と

しましては現在の対象者を補助の対象、１人 1,000円ではなくて 4,150円

でございますよ。ご負担が 1,000円ですからね。そこを勘違いしないでく

ださい。そういう形でやっていきたいと考えております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

  ほかにございませんか。４番平渡髙志君。 

 

４ 番         （平渡髙志君） 

 今度の災害で先ほど排水等々の被害があったことを伺いましたが、私が

見てこの排水の方ではなくですね、上の方から、用水の方、大きなＵ字溝

を入れてやっておりますよね。あの流れで急に来ましたら、下の方がやら

れるのは確実で当たり前のことですよ、あれはね。今までの工事のやり方

が正しかったのかどうか。排水、排水と言うけれども、その前の用水をあ

のぐらいにふやした場合、山で降ったら今回のところはね、あの吉田川の

４号線の上の方がうんとあふれた。下の方は被害に遭っていないんです

よ、余りね。ということは、山の水が降ったのを一気に下に来るからあそ

こで滞った。ですから、八志田堰等々の用水を八志田の方であれぐらいの

用水で工事をやってきたら下の反町の方でやられるのは当たり前ですよ。

ですから、この工事のやり方ですよね。それを今から精査していかなけれ

ば、幾らやったってますます下の反町の方で被害が大きくなってくると私

は思うんですが、今後の用水等々のやり方はどのような考えでおるか、お

聞かせください。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

 産業振興課長庄司正巳君。 

 

産業振興課長（庄司正巳君） 

 今回の経緯につきましては、町長のあいさつにありましたとおり、嘉太

神で時間雨量が63ミリで、降り始めから 241ミリということで、かなりの

量を記録したわけでございます。特に吉田地区が被害が多いということが

ございまして、特に八志田堰につきましては、今工事もやっているという

こともございまして、10月23日に県の王城寺原補償工事事務所の方に産業

振興課、都市建設課の方で参りまして、今回の被害の状況の説明をさせて

いただいております。そして、さらに今回も八志田堰の工事が始まるもの

ですから、今回の被害の状況を伝えまして、さらに被害が大きくならない

ように要請をしておるところでございます。以上であります。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

  ４番平渡髙志君。 

 

４ 番         （平渡髙志君） 

 ですからね、今までの土側溝みたいにゆっくり水が流れてくるんでした

ら私もわかるんですけれどもね、今回みたいに上の方から段々整備してく

れば下がかならずやられますよ、今から。ですから、私たちは堀を払うで

もなんでも下から払っていくのが筋なんでよね、はっきり言って、排水の

方から。それを上の方から直してくるということ自体、私はおかしいと思

うんですよ。ですから、今から幾ら上の方から直してきたって、下が今度

はその水の勢いでますます削られますよ。ですから、私は下の方から整備

していくのならば話はわかるんですけれども、今まで通り上からやってき

たら被害は下の方でますます今から大きくなるというんですけれども、そ

の計画はどうなんでしょうかね。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 産業振興課長庄司正巳君。 
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産業振興課長（庄司正巳君） 

 今、ご質問の上流だけではなくて、下流の方からのそういう側溝の見直

しをということでございますけれども、おっしゃるとおりですね、あと都

市建設課、産業振興課と内部で協議をしながら、さらに県の方の絡みもあ

るものですから、そちらの方の要望をして今後詰めて対応していきたいと

いうふうに考えてございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第81号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩します。 

 休憩時間は10分間とします。 

 

    午前１１時０４分   休  憩 

    午前１１時１３分   再  開 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 再開します。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

 

日程第５ 「議案第８２号 平成２１年度もみじケ丘保育所増築等の 

工事請負契約について」 



33 

議  長 （大須賀 啓君） 

 日程第５ 議案第82号 平成21年度もみじケ丘保育所増築等の工事請負

契約についてを議題とします。 

 朗読を省略して提出者の説明を求めます。都市建設課長高橋 久君。 

 

都市建設課長（高橋 久君） 

 議案書の３ページをお開き願います。 

 議案第82号 平成21年度もみじケ丘保育所増築等工事請負契約について

ご説明を申し上げます。 

 この工事について、次のとおり請負契約を締結するため、地方自治法第9

6条第１項第５号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

                  記 

 契 約 の 目 的             平成21年度もみじケ丘保育所増築等工事 

 契 約 の 方 法             一般競争入札による請負契約 

 契 約 の 金 額             金 4,515万円（内消費税 215万円） 

 契約の相手方 仙台市青葉区上杉１丁目17番18号 株式会社阿部和工務店 

 

 詳細につきましては、別冊の議案第82号関係資料でご説明をさせていた

だきます。お開きをいただきまして、１ページ目でございますが、この入

札の状況ということで書いてございますが、入札参加条件として、１点目

が地方自治法施行令第 167条の４第１項及び第２項の各号、一般競争入札

参加の資格の欠格条項でございますが、これに該当しないということでご

ざいます。２点目として、県内の地方自治体からの指名停止処分を受け、

また入札公告日に指名停止を受けている期間でないこと。３点目に、平成2

1年、22年度大和町建設工事入札参加資格の承認をされた者。４点目が、県

内に本社もしくは営業所を有する者。５点目が、大和町の入札参加資格の

建築工事の格付けがＡ級もしくはＢ級であること。６番目の建築業法に規

定する特定建設業の許可を受けていること。７点目が、この工事の種類に

対応する国家資格を有する監理技術者を工事現場に専任で配置できること

の条件を付してございます。 

 入札の方法でございますが、ダイレクト型の一般競争入札でございま
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す。予定価格につきましては、事前公表とさせていただきました。低入札

調査基準価格を設定してございます。この入札に関して応募者が５社に達

しない場合は、再公告するということの条件でございました。この結果、

入札の参加者は７社で、記載の業者でございます。 

 次の２ページをお開きをいただきままして、入札の結果でございます

が、10月23日に執行した結果でございますが、順位が第１順位から第７順

位まで記載してございますが、結果につきましては低入札での札入れが５

社ございました。それで、予定価格につきましては 5,950万円。低入札調

査基準価格は 5,057万 5,000円。設定率85％でした。この結果、５社が低

入札調査基準価格を下回った応札額となり、落札を保留したところでござ

います。 

 この結果を受けまして、②でございますが、10月27日に応札社から積算

内容について事情聴取を行い、10月28日に低入札価格調査委員会を開催

し、契約どおりに履行が可能か審査を行ったところでございます。その委

員会での調査につきましては、低入札価格事情聴取ということで、低入札

価格失格基準の第３条に定めております12項目、これに該当しないことを

確認しております。それから、低入札価格調査ということで、積算内容、

著しく安くできる根拠、経営状況、配置予定技術者、現在の手持ち工事の

状況、過去に完了した工事、労働者の手配先、取引銀行その他資本金や売

上高等について調べを行いました。これにより第１順位の者を審査した結

果、積算の内容の精査及びその基準に照らし合わせた結果、契約どおりの

履行が可能と判断し、落札を決定し、平成21年10月29日に仮契約をしたと

ころでございます。 

 工事の概要でございますけれども、施工場所につきましては、大和町も

みじケ丘三丁目地内。完成工期につきましては、平成22年３月５日を予定

しております。 

 それでは、工事の内容を詳しく申し上げますけれども、図面で申し上げ

たいと思います。今回の工事につきましては、３ページの平面図でござい

ますが、木造の平屋建てでございまして、トタンぶきで、延べ床面積が21

7.76平米でございます。工事としては建築工事、電気設備工事、機械設備

工事でございます。 
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 詳細につきましては、４ページ目の平面図がございます。 

 赤で表記した、あるいは囲い込みした部分が増築部分でございます。青

で表記した部分は改築になる部分でございます。 

 今回の増築部分でございますが、これが保育室２部屋を設けてございま

す。保育室につきましては56平米、両方同じでございますが、この中には

ロッカー数18個、18人収容というものを今回整備するものでございます。

それから、中央に幼児用のトイレ。大便器が４組と小便器が３組の設置を

してございます。それから、職員用のトイレが１カ所。それから、倉庫で

すね。これは15平米です。そのほかに施設の前に水飲み場、足洗い場を設

置するというふうな増築部分の内容でございまして、そのほかに図面の左

下に屋外キュービクルがございますが、屋外の電気設備の設置を今回して

ございます。 

 それから、改築部分でございます。ここに保育所（１）の「廊下」と書

いてございますが、現在は保育所の一部屋になっておりますけれども、こ

れを間仕切りしまして廊下をつくりまして、隣の今回の増築部分と接続す

る形で工事を施工するように考えております。この廊下部分に布団収納庫

がございましたので、この部分につきましては同じ部屋の中に移設をする

といった内容でございます。 

 それから、「調理室」というふうに青で書いてございます。ここは現在

ワークスペースになってございます。調理室とワークスペースに壁がござ

いますので、その壁を撤去しまして、新たに壁を設置して調理室を広げ

る。これは、園児がふえることに伴いまして、調理室をふやしたいという

ふうに思っております。 

 それから、「調理室トイレ」の改修でございますが、現在扉の上が開い

ている状況でございまして、衛生上よくないという指摘がございましたの

で、ここの部分につきまして壁を設置しまして密閉する形でトイレ室とし

て設置をし、使えるようにする。現在使っていないところを使えるように

するというような形で整備をするということでございます。 

 それから、遊戯室のところに「パッケージ型消火設備」と書いてござい

ます。これは今回の増築に伴いまして、消防法からしますと全体面積が 70

0平米超えますと消防設備が変わりますので、今回パッケージ型の消火設備
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を新たに設置する形になります。それから、増築部分の廊下のところにも

パッケージ型の消火設備を設置するといった工事になるものでございま

す。 

  この増築部分と既存部分の間、一間分が開いてございます。この開いて

いる部分につきましては渡り廊下を設置する計画でございますが、町の単

独事業でこの工事とあわせまして実施したいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 こういった工事でございますが、詳細につきましては下の箱の中に書い

てあります建築工事でございますが、土工事、コンクリート工事、型枠工

事、鉄筋工事、防水工事、タイル工事、木工事等でございます。 

 電気設備につきましては、電灯設備、動力設備、受変電設備、放送設

備、インターホン設備、自動火災警報装置等でございます。 

 機械設備につきましては、空調設備、暖房設備、換気設備、給排水設

備、給湯設備、消火設備の内容になっているものでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 これから質疑に入ります。質疑ありませんか。８番堀籠日出子さん。 

 

８ 番         （堀籠日出子君） 

 この入札ですけれども、入札の基本にのっとった入札がされているのは

重々存じていますけれども、今、建設業なりどの企業でも仕事がなくて大

変な状態である中で、今回も町内の方が２社、後は町外の方なんです。結

局町外の方が今落札保留となっているわけですけれども、これは何らか町

独自の入札方法なんかを取り入れた中で、町内の業者が入札できるような

方法は考えられないのでしょうか。せっかくこういう事業が町にあったと

しても、町内の事業所が全然仕事がとれない状況では全然何かありがたみ

がないというか。そんな形の中で、ぜひこういう町独自の入札方法で町内

の業者が仕事ができるような方法を考えられないのかをお尋ねいたしま

す。 

 それから、既存と今度新しくなる部分の接続が渡り廊下ということです
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けれども、この１間の渡り廊下ですが、これには屋根がかかるんでしょう

か。大和町の保育所のときも南側に増築したときに渡り廊下ということで

大分長い廊下があるんですけれども、いろいろ要望したときに、消防法で

囲いができないとか屋根がかけられないとかいろいろあったんですけれど

も、利用者の皆さんからの要望が多くて、結局渡り廊下の両方に壁をつけ

てもらって、そしてまた雨風が入らないようにビニールをしていただいて

何とか、それでもまだ雨が降ったり雪が飛んできたりというので不自由な

渡り廊下になっているんですけれども、このもみじケ丘もやはり渡り廊下

となっているんですけれども、利用者が足を濡らしたり、後はまた桟橋と

かなんかの渡り廊下で足をけがしたり、そういうことのないようなしっか

りした渡り廊下をつくっていただきたいと思うんですけれども、この渡り

廊下についてどのような方法をなさるのか、お尋ねいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 財政課長千坂賢一君。 

 

財政課長（千坂賢一君） 

 入札の方法ということでのお尋ねでございましたので、私の方からお答

えをさせていただきます。 

 ご意見の内容については十分理解はするところでございますけれども、

反面競争性の確保という形で業者の数を、今回の場合は一般競争入札でご

ざいますので、５社未満だった場合は再公告をするとかそういった手当て

を行っておりますので、全面的に町内の業者さんに工事が回るようにとい

う配慮でそういった入札方法を選択するというのは、今の社会全体の流れ

からするとなかなか難しいところがあるのかなと。ただ、町内の業者等の

受注の機会をふやすと。後は業者の努力になろうかと思いますが、そうい

う部分も含めて協議をしながら対応策を考えるというのが現時点では精い

っぱいかなというふうに思っております。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 都市建設課長高橋 久君。 
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都市建設課長（高橋 久君） 

 この渡り廊下につきましては、ご指摘のとおりぬれない形で考えている

というところでございます。いわゆる衝撃を吸収するエクスパンションジ

ョイントという形のものがございます。これをつけた形で屋根つきで囲う

ものを想定してございます。 

 ただ、現在それを接続することによって耐震基準を満たさないといけな

い、あるいは耐震基準を診断して補強しないといけないというふうな法制

度になっております。この法制度が一般住宅においては緩和措置されてお

りまして、その既存部分に手をつける必要はないというような制度に切り

かわっております。この制度の切りかえがこの保育所にも適用されるとい

うことで、現在はそういったものはないところでございます。それで、そ

の改正が間もなくなるんだろうというふうな、一般住宅がなっております

ので、その状況を見る必要があるというふうなところがございます。 

 こちらの考えとしましては、しっかり囲った中でそういった構造物をつ

けて既存住宅の方に影響しない形の、衝撃力を吸収する形のものを設置し

てやりたいというふうな考えでおりますが、今やると床をはがしたりして

補強用の金具をつけたりなんかしないといけない工事が必要になると。そ

うなるととてもその工事は間に合わないので、ここは分離した形で今考え

ておりますけれども、想定としてはそういったものをつけたいというふう

に今思っているところでございまして、その要件が満たされる時期を今見

ている状況もございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 ８番堀籠日出子さん。 

 

８ 番         （堀籠日出子君） 

 入札方法につきましては、なるべく地元の方々が受注できるような方策

をぜひ考えていただければと思います。 

 また、渡り廊下につきましても子供たちなり父兄の方々が不便を感じな

いような方法でぜひお願いしたいと思います。以上です。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

 ほかにございませんか。10番浅野正之君。 

 

１ ０ 番         （浅野正之君） 

 入札の参加条件等々７項目ありましたが、総合評価方式を採用しなかっ

たということですね。今ほとんど国、県あるいは地方自治体においても総

合評価方式を採用するようになってきておる、傾向としては。どうして採

用しなかったのか、その点だけを伺っておきたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 財政課長千坂賢一君。 

 

財政課長（千坂賢一君） 

 最近、全体の傾向として価格面だけではなくて品質的なものということ

で、総合評価方式での検討をというふうな方向づけはされております。た

だ、すべてそれでという形ではございません。 

 今回につきましては、まず木造の建物を増築するという内容で、技術的

な内容についてはそれほど高度な技術を要するというものが余り見当たら

ないと。技術的な競争をするというか、提案での競争該当項目が少ないと

いうことと、それからもう１点はこれからの実施の中で、来年４月から子

供さんを受け入れる体制に整えるということで、時間的なゆとり等そうい

った部分も含めまして、現在の状況でぎりぎりいっぱいぐらいかなという

ようなスケジュールになってございますので、そういう両面から判断をい

たしまして総合評価方式の対象としなかったところでございます。以上で

ございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 ほかにございませんか。ないですか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 ほかに質疑ありませんので、これで質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 
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    「なし」と呼ぶ者あり 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第82号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第６「議案第８３号 損害賠償の額を定め和解することについて」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

日程第６、議案第83号 損害賠償の額を定め和解することについてを議

題とします。 

 朗読を省略して提出者の説明を求めます。総務まちづくり課長遠藤幸則

君。 

 

総務まちづくり課長（遠藤幸則君） 

 議案書４ページでございます。 

 議案第83号 損害賠償の額を定め和解をすることについてでございま

す。 

 平成21年９月10日、大和町吉岡で発生した交通事故に関し、阻害賠償の

額を定め和解をすることについて地方自治法第96条第１項第12号及び第13

号の規定により議会の議決をお願いをするものでございます。 

 記としまして、相手方は大和町○○○○○○、○○○○様であります。

 事故の概要でございます。大和町の職員の運転する公用車が、平成21年

９月10日午前９時10分ごろ、大和町吉岡字町裏16番地内、大和町役場第１

駐車場、ちょうど庁舎の南側駐車場でございますが、車庫内に２列縦列で

駐車している公用車の後列車を使用するため入れかえ作業中に、車庫に後

進で入庫する際、公用車後部右側バンパーと役場に来庁し、駐車場の空い

ている場所を探すため停車中であった相手方車両の右側前部フェンダーと

が接触したものであります。 
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 損害は、町の公用車はバンパー右隅にごく軽度のすり傷、相手方である

○○氏の車は右側前部フェンダーがへこんだものでありました。 

 損害賠償の額でありますが、大和町と○○氏は、過失割合を大和町が 10

0、○○氏が０とし、大和町は○○氏に対して、○○氏の車両の損害額14万

 4,585円に過失割合の 100％を乗じて得た額の14万 4,585円を支払うとす

るものでございます。 

  以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。12番上田早夫君。 

 

１ ２ 番         （上田早夫君） 

 この事故ですね、このとき運転した職員に対して町はどういう対応をし

たんですか。それだけお聞きしたいと思います。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 総務まちづくり課長遠藤幸則君。 

 

総務まちづくり課長（遠藤幸則君） 

 事故を起こした職員につきましては、上司であります管理者を通じて町

長に事故の報告をし、その顛末書について事故の経緯と内容についての報

告をさせ、町長より口頭で注意を与えたところであります。以上です。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第83号を採決いたします。 
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 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これで本日の日程は全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 平成21年第７回大和町議会臨時会を閉会します。 

 大変ご苦労さまでした。 

 

 午前１１時３８分  閉  会 

 


